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全
労
連
・
東
京
地
評
争
議

支
援
総
行
動
は
12

月
３
日

（
水
）
、
全
国
か
ら
34
の
労

働
組
合
や
争
議
団
が
参
加
し
、

「
す
べ
て
の
争
議
の
早
期
全

面
解
決
を
」
、
「
裁
判
所
・

労
働
委
員
会
は
公
正
な
判
断

を
お
こ
な
え
」
、
「
許
す
な
！

安
倍
『
雇
用
改
革
』
、
な
く

そ
う
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
」
、

「
震
災
復
興
、
原
発
ゼ
ロ
社

会
を
実
現
し
よ
う
」
、
「
憲

法
を
職
場
と
く
ら
し
に
活
か

そ
う
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
掲

げ
て
、
東
京
都
内
の
関
係
各

社
に
申
し
入
れ
・
要
請
行
動

を
行
い
ま
し
た
。

ル
ネ
サ
ス
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ

ク
ス
に
対
す
る
要
請
行
動
は
、

約
60
名
の
参
加
の
も
と
で
、

11
時
30
分
か
ら
55
分
ま
で
行

わ
れ
ま
し
た
。

主
催
者
あ
い
さ
つ
で
全
労

連
の
渡
辺
正
道
事
務
局
次
長

は
、
ル
ネ
サ
ス
が
好
業
績
を

あ
げ
る
中
で
も
、
労
働
者
に

犠
牲
を
押
し
付
け
る
リ
ス
ト

ラ
を
強
行
し
て
い
る
こ
と
を

批
判
し
、
「
ル
ネ
サ
ス
が
社

会
的
責
任
を
果
た
す
こ
と
、

三
人
を
直
接
雇
用
す
る
こ
と

を
強
く
求
め
る
。
全
労
連
は

争
議
の
全
面
解
決
に
む
け
て

最
後
ま
で
た
た
か
っ
て
い
く
」

と
訴
え
ま
し
た
。

電
機
・
情
報
ユ
ニ
オ
ン
の

米
田
徳
治
中
央
執
行
委
員
長

は
、
ル
ネ
サ
ス
で
強
行
さ
れ

て
い
る
退
職
強
要
の
酷
い
実

態
を
告
発
し
、
職
場
か
ら
の

相
談
が
ユ
ニ
オ
ン
に
相
次
い

で
い
る
こ
と
、
労
働
者
が
団

体
交
渉
や
労
働
局
へ
の
申
告

な
ど
の
た
た
か
い
に
立
ち
上

が
っ
て
い
る
こ
と
を
報
告
し

ま
し
た
。

ル
ネ
サ
ス
関
連
労
働
者
懇

談
会
の
谷
口
利
男
代
表
は
、

職
場
の
中
で
の
取
り
組
み
と

電
機
・
情
報
ユ
ニ
オ
ン
の
協

同
の
た
た
か
い
が
前
進
し
て

い
る
こ
と
を
報
告
し
ま
し
た
。

熊
本
か
ら
参
加
し
た
当
該

の
柴
田
勝
之
さ
ん
は
、
「
電

機
・
情
報
ユ
ニ
オ
ン
熊
本
支

部
を
８
月
に
結
成
し
ま
し
た
。

職
場
の
人
た
ち
と
い
っ
し
ょ

に
な
っ
て
錦
工
場
を
存
続
さ

せ
る
た
た
か
い
に
取
組
み
、

職
場
復
帰
を
果
た
し
ま
す
」

と
力
強
く
決
意
を
述
べ
ま
し

た
。三

菱
電
機
本
社
に
対
す
る

要
請
行
動
は
、
「
三
菱
電
機

派
遣
切
り
争
議
勝
た
せ
る
会
」

も
愛
知
か
ら
参
加
し
、
16
時

15
分
か
ら
40
分
ま
で
行
わ
れ

ま
し
た
。

第 ３ ９ 号 の 紹 介

１面 12.・3全労連・東京地評争議支援総行動

２面 関西地方本部 第３回定期大会を開催

米田委員長メッセージ３１

３面 日立関連リストラ反撃集会を開催

兵庫支部を結成

４面 交流のひろば、告知板

12月3日（水）ルネサス本社での要請行動

ル
ネ
サ
ス
は

三
人
を
職
場
に
戻
せ

ＮＥＣセミ重層偽装請負争議

争議団（３人）は、不当解雇されて５年

９か月。

熊本労働局は、重層偽装請負を職安法４

４条違反と認定し、ＮＥＣセミコンなどの

関連４社を是正指導しましたが、裁判闘争

は一審、二審とも不当判決。最高裁は上告

棄却・不受理。

三
菱
電
機
は違

法
行
為
を
謝
れ

三菱電機派遣切り争議

2008年12月、リーマンショックによる減産を理由に、

三菱電機名古屋製作所は突然派遣契約を解除し、数百

人の派遣社員に解雇通告。

翌年１月に派遣契約を残し解雇された３人が、３月

に名古屋地裁へ「正社員としての雇用」を求めて控訴。

11年に地裁判決が出され、双方が提訴。13年１月に高

裁が不当判決。13年10月に最高裁が上告棄却。


